
 土地改良法（昭和24年法律第1 9 5号）第18条第18項の規定により、五郷土地改良区から役員の退任 

及び就任について次のとおり届出があった。 

  令和８年５月22日 

                          香川県知事  池  田  豊  人 

１ 退任した役員 

  役員の 

  種 類 

  理 事 佐伯 芳信   観音寺市大野原町井関3 8 6番地１       令和８年３月31日 

  〃   大塚 映真   観音寺市大野原町井関6 5 3番地        〃 

  〃   立石 隆男   観音寺市大野原町内野々2 6 8番地       〃 

  〃   藤岡 千恵美  観音寺市大野原町内野々90番地        〃 

  〃   藤川 和彦   観音寺市池之尻町1101番地66         〃 

  〃   藤田  博   観音寺市大野原町田野々1008番地       〃 

  〃   平口 貞和   観音寺市大野原町有木4 2 1番地        〃 

  〃   今井 康博   観音寺市大野原町海老済4 0 2番地       〃 

  監 事 粟井 秀喜   観音寺市大野原町田野々4 9 6番地１      〃 

  〃   藤川 繁久   観音寺市大野原町井関1 0 7番地        〃 

  〃   高橋 啓二   観音寺市大野原町中姫1729番地        〃 

２ 就任した役員 

  役員の 

  種 類 

  理 事 藤川 善規   観音寺市大野原町井関7 1 5番地４       令和８年４月１日 

  〃   佐伯  弘   観音寺市大野原町井関2 2 5番地        〃 

  〃   立石 隆男   観音寺市大野原町内野々2 6 8番地       〃 

  〃   藤岡 千恵美  観音寺市大野原町内野々90番地          〃 

  〃   平口 貞和   観音寺市大野原町有木4 2 1番地         〃 

  〃   今井 康博   観音寺市大野原町海老済4 0 2番地        〃 

  〃   粟井 秀喜   観音寺市大野原町田野々4 9 6番地１      〃 

  〃   岸畑 裕晃   観音寺市大野原町田野々8 1 4番地１      〃 

  監 事 藤田  一   観音寺市大野原町井関5 3 8番地４       〃 

  〃   三津谷 誠二  観音寺市大野原町田野々1 9 9番地１      〃 

  〃   高橋 啓二   観音寺市大野原町中姫1729番地         〃 

 

氏   名 住           所 退任年月日 

氏   名 住           所 就任年月日 


